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鹿児島市における共同実施導入の経緯について

2014(H26)年 8月 8日
鹿児島市学校事務研究会

１．はじめに

２００９年３月３１日に鹿児島県公立小中学校事務共同実施要綱が制定された。

しかしながら鹿児島市においては本格実施に至るまでは越えなければならないものも多か

った。まず一つ目に，鹿児島市では研究組織が二つに分かれているという特殊な状況の中，

年間２回しか合同の協議会を開催できない等，それぞれの研究組織で共通理解が図られ難

いという環境があった。二つ目に，大規模校が多い状況の中で現場を離れてしまうことに

よる多忙化への不安が払拭できなかった。この大きな課題に対してとり組んできた５年間

を振り返り，また今後の課題について検討していきたい。

鹿児島市の組織図

鹿児島市学校事務研究会 鹿児島市学校事務職員会

鹿児島市小中学校事務職員協議会

２．経過

Ⅰ ｢ガイドライン｣が出来上がるまで

県の要綱が出されて以降，両会においては行政からの提案前に協議会としての案をまと

め，先に提案した方が良いとの判断から，早々に共同実施検討委員会を立ち上げることに

なった。両会の合意である｢ガイドライン｣が出来上がるまで３年間延べ１９回，課題につ

いて協議が行われた。主な協議は次のとおり

・共同実施の目的と理念 『学校運営への参画・支援』と『学校事務の相互支援』

・諸規定と準備室規定の是非

・『副室長』の是非

・具体的業務と教育的支援業務について

・グループ編成について(当初は小中連携ベースに１９グループ)

・事務補と共同実施
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最後の２つの案件以外は当初から意見が異なり難航していたが，ようやく３年後に協議

が煮詰まり協議会としての『鹿児島市共同実施のガイドライン』が完成することになった。

(別紙１)

Ⅱ 市教委との協議

以前から市教委としては共同実施について考えているとの回答もあったが『ガイドライ

ン』提出後，具体的な提案はグループ編成以外は１年間なされなかった。

(市教委案 ２２グループ)

しかしながら行政が言うところの最終年度である昨年８月末に急遽，共同実施ワーキング

グループ会議と称した事務職員と市教委との調整会が開催され，実施に向かって動き始め

ることになる。

第１回のワーキンググループ会議において基本的な市教委としての考え方と協議組織及び

スケジュールが示された。 (別紙２)

基本的な市教委の考え方としては以下の通り

(１)県の実施要綱に基づいて行う。

(２)事務補助についてはこれまで同様配置して，共同実施を行う。

(３)市事務職員協議会の作成した『鹿児島市における学校事務ガイドライン』を十分考

慮し，規則等の整備，運営を行う。

これら(１)～(３)においては異議のない所であったが，１０月一部実施・１月全校実施の

スケジュールと準備室規定について触れられていなかった部分，さらに拠点校を全グルー

プ中学校に置いていたことに対して持ち帰り検討という事になった。

また管理規則の変更については，その場で提案があったが，学校事務支援室を置くことが

できるという規則変更にとどまるため急な提案であったが受け入れることになった。

・共同実施ワーキング会議

事務職員代表１２名(研究会６名 事務職員会６名)及び教育委員会代表２名

・学校事務共同実施実行委員会

事務職員代表１２名 教育委員会７名(４課) 校長会代表４名
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市教委の提案を受けて研究会，事務職員会において協議した結果，両会とも準備室の必

要性と１０月一部実施は受け入れられない事については一致していたが，１０月以降のス

ケジュールについて相違が見られることになった。

その後２回目のワーキンググループ会議が開かれたが，市教委の変更点はワーキング会

議を３回から５回に増やしているのみで，スケジュールについて変更することはなかった。

しかしながら，準備室の必要性，中学校が拠点校になっていることについては一定の理解

が見られた。

９月末に校長会代表，市教委代表を含めた第１回の実行委員会において，趣旨説明と進

捗状況についての説明が行われた。やはりここでもスケジュールが課題となったが校長会

としてはまず形を作ってスタートしながら深めてもらいたいという意見にとどまり，現状

としては進捗を見守る状況であった。

このような状況の中，１０月に入り３回目のワーキンググループ会議が開かれたが，こ

の時点で当初の市教委提案は事実上不可能となった。

またここでは，加配の必要性について協議会からの要望を十分考慮してもらいたいという

我々の要望と，市教委側からはグループ編成については特にこだわりはなく，実効性のあ

るものであれば形はこだわらないという回答を得ることになった。

この後，市教委主催の事務職員研修会が開催され，これまでの進捗状況とスケジュール

について市教委からの提案と進捗状況の説明がなされた。私達はこの中で当初の１９グル

ープでは大規模校がかなり厳しい状況が予想されると判断し，それぞれの仮支援室におい

て話し合いを持つことになった。

そしてその結果，１９グループから２１グループへ変更されることとなった。

次の１０月末のワーキンググループ会議(４回目)においては，

①正式に１０月一部実施を見送り，１月以降，全校において準備期間とし４月以降本格実

施を行ってもらいたい。

②準備室規定についてはセイフティー規程として準備室要綱を整備したい。

③加配については県に要望したい。

④グループ編成については研修会の意向を踏まえ２１グループとしたい。

⑤ガイドラインの業務の進め方についてはステップ１ステップ２といった軽重があるもの

ではないので各支援室によって決定してもらいたい。

等の回答がなされた。

しかしながら，拠点校は依然として中学校としている点や，本格実施でもないにも関わら

ず１月から共同実施協議会を開催する点や４月以降の業務計画を立てさせる点など合意出

来るものではなかった。

そしていよいよワーキングループ会議も５回目になりグループ編成については中学校の

みではなく地理的要素と児童生徒数を勘案した最終案がなされたが，スケジュールについ

ては依然として変わらないものであった。

激しいやりとりがなされ，平行線のまま会議も終盤になり暗礁に乗り上げたかに見えた頃，

こちらから運用において認定権を遅らせることが出来れば４月から実施可能であると逆提

案を行った。ここで専決規程の第４条『専決権の留保』が浮上し会議を終えることになっ

た。
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その後，年明けの２月に最終的な協議の場である第２回の学校事務共同実施実行委員会

が開催された。ここで『専決権の留保』について正式に学校長を始め各関係機関に対して

も２０１４年４月１日から専決権の留保をもって鹿児島市の共同実施を開始する。業務に

ついては各支援室内で決定していく等の説明がなされ合意に至ることになった。

そして２月から３月にかけて市教委提案のスケジュールのとおり各支援室において共同実

施準備会が開催され４月から本格実施となった。

３．現状と課題

これまで月１回～２回程度を基本に支援室が行われ，概ね協議会は開催されている。

現状は県費事務を中心とした業務が中心となっているが，残された課題も多い。

一つ目は，組織的課題として，業務としての支援室とこれまで各団体において行われて

きた研修組織のあり方である。既にこれまでの研修会の回数を減らした方がよいのではと

いう意見もあり，今年度は昨年通りの研修計画で進んでいるが，これまで培われてきた研

修体制と多忙化の状況も含めて検討課題である。

また，現在のところ連絡協議会は開催されておらず体制づくりも急務である。

二つ目は，『専決権の留保』を何時をもって解除していくのかという課題である。これ

について具体的に市教委と詰めておらず，また具体的業務内容等については各支援室の判

断となっているため，軌道に乗り次第専決していく必要がある。

三つ目は，環境整備に係わるものとして空き教室の不足により執務室を持てないところ

が存在している。ある支援室では校区公民館を借用して業務を行っており，支障をきたし

ている。

また予算面において，市では共同実施関連予算として拠点校に５万円を配当しているが施

設面を含めた市教委との協議も必要である。

四つ目は，多忙化問題である。これについて効果的なものは見つからないが，当面 県

費事務を中心に行い，業務の効率化を知恵を出し合いながら進めて行き，加配の申請を協

議会を通して市教委に行っていかなければならない。

４．おわりに

今年からスタートした鹿児島市の共同実施であるが，昨年度一年間，急激に協議が進み

実施に至った。実態としては当初の要望であった『なだらかなスタート』に近い形が実現

できた。これまで二つの研修組織がそれぞれの道を歩んできたが，これからの協議と支援

室をとおして一つの方向に向かっていくことを期待したい。

最後に，これまで多くの事務職員が鹿児島市の共同実施に尽力されてきたことに感謝申

し上げたい。紆余曲折もあったが自らの手で創り上げる鹿児島市の共同実施をめざして，

そしてまた，そこに未来を信じて進んでいきたい。
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鹿児島市共同実施のガイドライン（案）

平成２４年 月 日

鹿児島市小中学校事務職員協議会

１ 目 的

県の「要綱」のとおりとする。

共同実施のとりくみ（事務の適正化や効率化を進め，学校運営への支援，教員の子ど

もと向き合う時間の確保を図るための業務）を通して，学校教育の充実に資することが

共同実施の目的である。

２ 重 点

共同実施を通して，学校運営の中核を担う事務職員をめざすことを重点とする。

３ 理 念

組織としての人材育成や業務の推進・事務の研修を進めるため，「学校事務の相互支

援」を理念とする。

４ 支援室業務の進め方

県教委が示した「業務の例示」「市町村立小中学校事務職員の標準的職務一覧表」を

参考にし，ステップ１からステップ２まで，段階的な考え方を元に各支援室で協議して

進める。

（１） ステップ１ －事務処理の適正化と効率化から－

①事務処理の適正化と効率化をめざして

・県費事務における適正な事務処理と効率化

ア 諸手当の事前審査及び認定

イ 旅費請求書及び給与関係報告書等の事前審査

ウ 諸公簿の点検確認 等

・市費の効率的予算執行

ア 物品の共同見積・購入

イ 備品等の情報共有による有効活用 等

②事務職員間の相互支援と資質向上をめざして

ア 若年事務職員や臨時的任用事務職員に対するサポート

イ 実務研修や事例研究の実施 等

（２） ステップ２ －教員の子どもと向き合う時間の確保を図るとりくみから－

①標準的職務へのとりくみ

ア 財務全般に関する企画･統括

イ 就学援助に関する事務

ウ 児童生徒の転出転入等 学籍に関する事務

エ 教科書給与に関する事務

オ 諸調査・統計に関する事務 等

②教育活動への新たな支援

ア 文書の配信・受信・保存等をイントラネット上で一体的に処理

イ 児童生徒名簿を一括管理し，学級名簿や各種名簿等に出力

ウ 教材等の情報をイントラネットを活用して学校間で共有

エ 地域人材情報の収集・整理・共有

オ 修学旅行や校外活動等における業者との渉外業務 等

別紙　１
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５ 確認事項

（１）グループ編成

鹿児島市教育委員会が編成した小中連携研修会のグループをベースとして，１９グ

ループとする。

（２）拠点校

地理的要素を考慮し，別紙の通りとする。

（３）実施時期

平成２４年度中に，１９グループ同時開始を目標とする。

（４）準備室

１９グループを一斉にスタートさせるために，室長が配置されない時のことを考慮

して，準備室規程を設ける。

（５）副室長

室長を補佐するとともに，学校事務支援室や共同実施協議会等のスムーズな運営に

資するため副室長を置く。副室長は各支援室で選出する。任期は各年の４月１日から

３月３１日の一年間とする。

（６）諸規定

「鹿児島市立学校管理規則の一部を改正する規則」

「鹿児島市立小中学校学校事務支援室運営規程」

「鹿児島市立小学校長及び中学校長の権限に属する事務の専決に関する規程」

「鹿児島市立小中学校の学校事務支援準備室に関する要綱」

は別紙のとおりとする。

（７）教育支援的業務

教育支援的業務についての研究を深め，実践可能な業務については順次導入してい

く。

（８）共同実施の業務回数

各学校事務支援室の裁量で決定する。

（９）各研修組織

「事務職員会」・「研究会」・「協議会」は，いずれも研究団体であるため，共同実

施導入後も何ら変わることはない。

（10）事務職員の加配

「共同実施連絡協議会」等で協議していく。

（11）事務補

事務補については，学校に必要な固有の職種であり，学校事務の共同実施とは直接

関係はない。今のままの配置が続かなければ，共同実施が始まっても学校運営への支

援や教育支援業務の実施等が困難になり，共同実施の目的達成は難しくなる。

（12）支援室の環境整備

別紙のとおりとする。

※これに，これまで協議した規定等の資料を添付する。

※これは，市教委との協議前のガイドラインである。協議後は，変更事項

を入れ込んで作成し直し，協議会のガイドライン（確認事項）として共

有し，鹿児島市の共同実施をスタートする。
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Ⅰスケジューiレ等

1　実行委員会等　スケジュール（案）

時期 �会意 �目的、内容． �備考 

8／19（月） �●教委共同実 �○　教委関係課に共同実施について説明 � 

午後 �施作業部会① �・スケジュール　・目的 

女性3 ��・事務補助　　　・関係例規の整備 

8／29（木） �▲共同実施ワ �○　事務職員協嵩会との意見交換 � 

午後 �ーキンクやク■ルづp・ �・協議会がイドライン 
4F会議 �会議① �・教育委員会案（目的、ク◆ルプ編成） 

・実施までのスケジュール 

※　10、月研修会の準備会と兼ねて実施 

l9／3．定例教育委員会において学校管理規則変更の承詠、・　l 

9／10（火） �▲共同実施ワ �○　共同実施ワーキげク㍉ルイ会議①を受けて意見交 � 

午後 �ーキンクやゲルづOr �換 

4F会議 �会意② �・10月部分実施、1月実施に向けて 
・ゲノトγ編成 

9／25（水） �◆共同実施実 �○　教委、校長会、事務職員協議会との意見交換 �蓮捗 

午後 �行委員会① �・校長からの意見等集約 �状況 
2ア女性 ��・関係例規の整備事項等確認、協議 �翠明 
．1，・2 ��・グループ編成等確認、協議 

・共同実施に関する事務内容確認、協議 
・実施までのスケジュール確認、協議 

10／2 �▲共同実施ワ �○　共同実施実行委員会①を受けて � 

（水） �ーキ乃●グループ○ �・10月部分実施、1月実施に向けて 
午後 �会議③ �・ゲルプ編成 

4F会議 ��準…」0月研修会の準備会と乗ねて実施 

lH25．10月　鹿児島市における学校事務共同実施　一部実施】 

110／9　事務職員協議会研修会における説明　　l 

10／16 �．●教委共同実 �事務職員協議会研修会で出された意見につい � 

（火） �施作業部会② �て検討 

幸粥舎 �▲共同実施ワ �○　事務減員協議会研修会を受けて � 

（水） 午後◆ 4F会議 �弓げク●ルプ 会議④ �・・グ炬70．繹成．二 ● 

※10月研修会の準備会と兼ねて実施 

11／6 �▲共同実施ワ �第2回実行委員会に向けて � 
（水） �ーキンク○クモノトフq 会議⑤■ �・1月実施に向けて解洗すべき課題 

仁11月中　学校事務共同実施計画書の提出、兼務内申、室長内申　1 

案 �・・◆共同実施 ’実行委員会② �共同実施連絡協嵩会に向けて � 

11月下旬　校長会での説明1 ��� 

12／11 �◎共同実施 �共同実施についての確認、共通理解 � 

（水） �連絡協議会‾ �・各支援室の実施計画確認 

t　H26．1月　鹿児島市における学校事務の共同実施　全校実施　l 

※　必要に応じて、事務職員への理解を図るために、事務職員協議会（研究会、事務職

員会）の会を開催することもある。

別紙　２
当初　市教委提案スケジュール
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1鹿児島市における学校事務共同実施　実施スケジュール等

時期 �会議 �目的、内容 �備考 

】10／9　事務職員協議会研修会における説明　　l 

l巳＋■・三・・・・・・・・－－欝l！I＝■・＝コ・・・一一⊂批＝コ・t確≡ヨ【弘一・一言・⊆ヨ■1¶■ ��� 1　　11▲・ヽ′・　　l � �・　　　巾　　　　　ム　　　　ー　一斗　配ltaa－ � 

‾10／28 �●教委共同実 �○　事務職員協議会研修会で出された意見につ � 

（月） �施作業部会＠ �いて検討 

10／30 �▲共同実施ワ �○　事務職員協議会研修会を受けて � 

（水） �ーキンクヾク～ルづ8 �・スケジュール提示　・各種規程提示 

女性1，2 �会議④ �・支援室編成提示　・ガイドライン協議 

！～11月15日　校長からの意見集約 ��� 

11／20 �■▲共同実施ワ �○　校長からの意見集約等を受けて � 

（水） �ーキンクやクヾルーフ○ �・スケジュール提示　・各種規程提示 

女性3 �会議⑤ �・支援室編成提示 

111月下旬　校長研修会での説明】 ��� 

12／17 �′◆共同実施 �○　共同実施についての確認、共通理解 � 

（火） �実行委員会② �・スケジュール確認　・各種規程確認 

青牢1，2，3 ��・支援室編成確認　（ガイドライン確認） 

l12月中拠点校からの発出公文例等の提示【 巨月中支援室規程、専決規程、準備室要綱発針・l ��� 

（H26．．4月からの施行） 

H26．1月　学校事務の共同実施に向けた試行的業務開始 

（4月以降の本格的業務 ��開始iこ向けて、計画を立てる時期として設定） 

1月以降 各学校等 �※　支援室ごとに第1回共同実施協議会開催 �� 

※　拠点校校長名での実施公文に基づく業務実施・ 
（例） 
0　4月以降の業務計画立案 
○　各支援室の状況に応じた支援室業務の推進 

〔‡箸重芸重苦蓋雲蓋墓……芸等の情報交換 
※　回数、内容、執務する学校については、各支援室の状況 

に応じて決定する。 
※　各支援室からの必要に応じて、共同実施連絡協議会を開 

催することも検討する。 

12月　実施公文発出後～1／10 

で �・共同実施についての職員への説明 
・執務室を置く学校においては準備、説明等 

1／14～ 

・第1回共同実施協議会を実施し今後の業務計画を協議 

lH26・4月　鹿児島市における学校事務の兵同実施本格的業務開始l ��� 

4月以降 �◎平成26年度第1回共同実施連絡協議会 �� 

4月～ 

・各支援室、第1回共同実施協議会を実施し今後の業務計画 

を確認、実施。 

１０月末　市教委提案
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教育長訓令第 2号

平成 26年 2月 26日

鹿児島市立小学校長及び中学校長の権限に属する事務の専決に関する規程を次のように定め

る。

鹿児島市教育委員会

教 育 長 石 踊 政 昭

鹿児島市立小学校長及び中学校長の権限に属する事務の専決に関する規程

(趣旨)

第 1条 この訓令は、鹿児島市立学校管理規則(昭和 42年教育委員会規則第 17号) (以下

「学校管理規則J という。)第 7 8 条の規定に基づき、鹿児島市立小学校長及び中学校長(

以下「校長J という。)の権限に属する事務の専決について、必要な事項を定めるものとす

る。

(定義)

第2条 この訓令において、 f専決J とは、校長の権限に属する事務をあらかじめ認められた

範囲内において、常時校長に代わって学校管理規則第43条の 3に規定する学校事務支援室

の室長(以下「室長」という。)が決裁することをいう。

(専決事項)

第3条 校長の権限に属する事務について室長が専決で、きる事項は、市町村立学校職員給与負

担法(昭和 23年法律第 135号)第 1条に規定する教職員に係る扶養手当の認定、住居手

当、通勤手当及び単身赴任手当の月額又は額の決定及び改定並びに児童手当の認定に関する

事務とする。

(専決の留保)

第4条 室長は、この訓令に定める専決事項であっても、異例又は重要と認められるものにつ

いては、校長の決裁を受けなければならない。

(報告)

第5条 室長は、専決した事務のうち、特に校長において了知しておく必要があると認められ

るものについては、適宜その内容を校長に報告しなければならない。

付則

この司11 令は、平成 2 6 年 4 月 1日から施行する。
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教育長司11令第 1号

平成26年 2月26日

鹿児島市立小中学校事務支援室運営規程を次のように定める。

鹿児島市立小中学校事務支援室運営規程

(趣旨)

鹿児島市教育委員会

教育長石踊政昭

第1条 この訓令は、鹿児島市立学校管理規則(昭和 42年教育委員会規則第 17号)第 42

条の 3 第 2 項の規定に基づき、学校事務支援室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるも

のとする。

(組織)

第2条鹿児島市教育委員会(以下 I教育委員会J という。)は、学校事務の共同実施(以下

「共同実施J という。)を主体的に行う共同実絡拠点校(以下「拠点校 J としづ白)及び拠

点校と連携して業務を行う共同実施連携校(以下『連携校 J という。)を別表のとおり指定

する。

2 学校事務支援室は、拠点校及び連携校の事務職員をもって構成する。

3 学校事務支援室には、室長を置く。

4 室長は、教育委員会の内申により鹿児島県教育委員会において任命する。

5 室長は、学校事務支援室の業務の総括・調整及び他の事務職員への指導・助言を行うほか、

別に定めるところにより校長の事務の一部を専決するものとする。

6 拠点校の校長は、学校事務支援室を総括する。

(共同実施協議会及び共同実施連絡協議会)

第3条 学校事務支援室の円滑な運営を図るため、拠点校及び連携校の校長、教頭及び事務職

員並びに教育委員会事務局職員等で構成する共同実施協議会を置し

2 共同実施協議会に会長を置き、拠点校の校長をもって充てる。

3 共同実施協議会の会長は、共同実施協議会を代表し、会議の議長となり議事を整理する。

4 共同実施協議会に事務局長を置き、室長をもって充てる。

5 事務局長は、会長を補佐する。

6 共同実施協議会の会議は、原則として年に 2回、会長が招集し開催する。

7 共同実施及び共同実施協議会に関する連絡、調整及び協議等を行うため、必要に応じ、拠

点校及び連携校の校長代表及び教頭代表、学校事務支援室の室長並びに教育委員会事務局職

員等で構成する共同実施連絡協議会(以下 I連絡協議会」という。)を開催する。

8 連絡協議会は、教育委員会が招集する。
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(業務内容)

第 4 条 学校事務支援室の業務内容は、次の業務を基本として、共同実施協議会で協議の上決

定する。

(1) 市町村立小中学校事務職員の標準的職務について(平成 18 年 3 月 13 日付け鹿教教第

600号)に示されている職務のうちで、共同実施で行うことにより適正化や効率化が図ら

れる業務

(2)前号に掲げるもののほか、学校教育の充実のため、共同実施で行うことが適当と認めら

れる業務

(運営)

第5条 室長は、学校事務支援室において処理する事務とその運営について、共同実施協議会

において協議の上、年度当初に学校事務共同実施計画書(様式第 1 )を作成し、教育委員会

に提出しなければならない。

2 室長は、前項の共同実施計画書を変更する場合、共同実施協議会の会長の了解を得るもの

とする。

3 室長は、学校事務支援室において処理した事務とその運営について、共同実施協議会にお

いて総括し、学校事務共同実施実績報告書(様式第 2) により年度末に教育委員会へ報告し

なければならない。

(服務)

第6条 拠点校及び連携校の事務職員は、共同実施を行う必要な範囲で、本務校の事務職員の

身分を保有したまま本務校以外の拠点校及び連携校の職務に従事できるものとする。

2 本務校の校長は、共同実施計画等に基づき、所属する事務職員に拠点校及び連携校での勤

務を命ずるものとする。

3 共同執務室で業務を行う日を変更する場合の通知は、拠点校の校長から、連携校の校長に

対し行うものとする。

(その他)

第 7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

付則

この訪11 令は、平成 26年4月 1日から施行する。
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別表（第2条関係）

拠点校 連携校

鹿児島市立吉田小学校、鹿児島市立本名小学校、鹿児島市立

宮小学校、鹿児島市立本城小学校、鹿児島市立吉田北中学校

及び鹿児島市立吉田南中学校

鹿児島市立南方小学校、鹿児島市立花尾小学校、鹿児島市立

郡山小学校、鹿児島市小山田小学校、鹿児島市立大迫小学

校、鹿児島市立皆与志小学校及び鹿児島市立郡山中学校

鹿児島市立吉野小学校、鹿児島市立吉野東小学校、鹿児島市

立大明丘小学校及び鹿児島市立吉野東中学校

鹿児島市立坂元小学校、鹿児島市立坂元台小学校、鹿児島市

立清水小学校、鹿児島市立坂元中学校、鹿児島市立清水中学

校及び鹿児島市立玉龍中学校

鹿児島市立名山小学校、鹿児島市立山下小学校、鹿児島市立

長田中学校及び鹿児島市立甲東中学校

鹿児島市立明和小学校、鹿児島市立武岡小学校、鹿児島市立

武岡台小学校及び鹿児島市立明和中学校

鹿児島市立原良小学校、鹿児島市立西田小学校、鹿児島市立

玉江小学校、鹿児島市立城西中学校及び鹿児島市立伊敷中学

校

鹿児島市立武小学校、鹿児島市立田上小学校、鹿児島市立西

陵小学校及び鹿児島市立武中学校

鹿児島市立城南小学校、鹿児島市立中洲小学校、鹿児島市立

荒田小学校、鹿児島市立甲南中学校及び鹿児島市立天保山中

学校

鹿児島市立広木小学校、鹿児島市立酉紫原小学校、鹿児島市

立向陽小学校、鹿児島市立紫原中学校及び鹿児島市立西紫原

中学校

鹿児島市立中郡小学校、鹿児島市立南小学校、鹿児島市立宇

宿小学校、鹿児島市立鴨池中学校及び鹿児島市立南中学校

鹿児島市立川上小学校、鹿児島市立花野小学校、鹿児島市立

西伊敷小学校、鹿児島市立伊敷台小学校、鹿児島市立緑丘中

学校及び鹿児島市立伊敷台中学校

鹿児島市立桜島中学校 鹿児島市立東桜島小学校、鹿児島市立黒神小学校、鹿児島市

鹿児島市立大龍小学校

鹿児島市立松原小学校

鹿児島市立武岡中学校

鹿児島市立牟礼岡小学校

鹿児島市立河頭中学校

鹿児島市立吉野中学校

鹿児島市立紫原小学校

鹿児島市立鴨池小学校

鹿児島市立伊敷小学校

鹿児島市立草牟田小学校

鹿児島市立西陵中学校

鹿児島市立八幡小学校
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立桜洲小学校、鹿児島市桜峰小学校、鹿児島市立東桜島中学

校及び鹿児島市立黒神中学校

鹿児島市立松元小学校、鹿児島市立東昌小学校、鹿児島市立

石谷小学校及び鹿児島市立松元中学校

鹿児島市立谷山小学校 鹿児島市立西谷山小学校及び鹿児島市立谷山中学校

鹿児島市立東谷山中学校 鹿児島市立東谷山小学校及び鹿児島市立清和小学校

鹿児島市立和田中学校 鹿児島市立和田小学校及び鹿児島市立錦江台小学校

鹿児島市立福平小学校、鹿児島市立平川小学校、鹿児島市立

錫山小学校及び鹿児島市立錫山中学校

鹿児島市立中山小学校、鹿児島市立桜丘西小学校、鹿児島市

立桜丘東小学校及び鹿児島市立桜丘中学校

鹿児島市立星峯西小学校、鹿児島市立星峯東小学校、鹿児島

市立宮川小学校、鹿児島市立皇徳寺中学校及び鹿児島市立星

峯中学校

鹿児島市立瀬々串小学校、鹿児島市立中名小学校、鹿児島市

立喜入小学校、鹿児島市立前之浜小学校、鹿児島市立生見小

学校及び鹿児島市立一倉小学校

鹿児島市立春山小学校

鹿児島市立福平中学校

鹿児島市立谷山北中学校

鹿児島市皇徳寺小学校

鹿児島市立喜入中学校
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平成 26年 2月 26日

鹿児島市立小中学校学校事務支援準備室に関する要綱を次のように定める。

鹿児島市立小中学校学校事務支援準備室に関する要綱

(趣旨)

鹿児島市教育委員会

教育長石踊政昭

第 1条 この要綱は、鹿児島市立学校管理規則(昭和 42年教育委員会規則第 17号)第 42

条の 3項に定める学校事務支援室を設置することができない場合に設置する学校事務支援準

備室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 学校事務支援準備室は、鹿児島市立小中学校事務支援護運営規程(平成 26年教育委

員会教育長司11令第 号。以下 f支援室運営規程J という。)に準じて設置し、支援室運営規

程別表に定める拠点校及び連携校の事務職員をもって構成する。

2 学校事務支援準備室には、代表を置く。

3 代表は、鹿児島市教育委員会が委嘱する。

4 代表は、学校事務支援準備室の業務の連絡及び調整を行う。

5 拠点校の校長は、学校茅務支援準備室を総括する。

(支援室運営規程の準用)

第 3 条 支援室運営規程第 3 条から第6 条までの規定は、学校事務支援準備室について準用す

る。この場合において、これらの規定中 f学校事務支援室J とあるのは「学校事務支援準備

室J と、 「室長J とあるのは f代表J と読み替えるものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

付 則

この要綱は、平成 26年4月 1日から施行する。
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　様式１号

室長

総務

管理

渉外

書記

月

3月
・年度末，始めの事務処理 平成27年3月4日(水)
・諸手当認定

2月
・給与，旅費事務の相互点検・諸手当認定 平成27年2月10日(火)
・年度の反省及び次年度の業務計画 平成27年2月25日(水)

1月
・給与，旅費事務の相互点検 平成27年1月9日(金)
・諸手当認定，相互自主検査 平成27年1月28日(水)

12月
・給与，旅費事務の相互点検 平成26年12月4日(木)
・諸手当認定 平成26年12月17日(水)

11月
・年末調整関係事前審査 平成26年11月12日(水)
・諸手当認定 平成26年11月26日(水)

10月
・年末調整資料の検討・作成 平成26年10月1日(水)
・諸手当認定，相互自主検査 平成26年10月15日(水)

9月
・給与，旅費事務の相互点検 平成26年9月3日(水)
・諸手当認定 平成26年9月17日(水)

8月
・給与，旅費事務の相互点検

・諸手当認定 平成26年8月4日(月) 第８支援室実施協議会

7月
・給与，旅費事務の相互点検

・諸手当認定，相互自主検査 平成26年7月17日(木)

6月
・給与，旅費事務の相互点検

・諸手当認定，児童手当現況届 平成26年6月19日(木)

5月
・給与，旅費事務の相互点検

・諸手当認定，相互自主検査 平成26年5月14日(水)

旅費に関する事務の相互点検 的確な事務処理の確立
・　関係帳簿等の随時点検
・　旅費請求事務の事例研究等

３　年間計画表

4月
・実施計画の検討･確認、諸公簿の点検･確認

・諸手当認定 平成26年4月25日(金)

実　　施　　計　　画

給与に関する事務の相互点検 的確な事務処理の確立
・　例月の実績報告書等の点検
・　各種給与関係出力帳票等の照合・随時点検

実　施　計　画 実施予定日 備　　　　考

支援室だよりの発行
支援室の取組み，事務手続き等
に関する情報発信

・　支援室から職員向けの事務だよりを発行

武小学校 事 務 職 員 高 橋 健 太 郎 (業務記録作成，資料管理及び研修)

諸手当の事前審査及び認定 正確で適正な手当の認定
・　事実発生後、速やかな事実関係の審査
・　認定された手当の状況確認

２　学校事務支援室で取り組む業務の実施計画等

業　務　名 業務の目的（目　標）

田上小学校 事 務 主 査 山 之 口 勝 (文書発送及び他の支援室との連携)

武中学校 事 務 主 査 今 村 裕 子 (資料管理，研修及び実績報告書)

西陵小学校 事 務 主 査 伊 尻 健 (実施計画及び支援室の運営)

西陵中学校 事 務 主 幹 岩 﨑 健 (諸手当認定，支援全般)

１　学校事務支援室の構成

学　　校　　名
事　　務　　職　　員

 職 名 氏　　名 備 考

氏　名 岩﨑　健

室 長 ・ 学 校 名 鹿児島市立西陵中学校

平成26年度　学校事務共同実施計画書

拠 点 校 名 鹿児島市立西陵中学校
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２０１４年８月８日（金）

共同執務室における支援室の取り組み

伊仙町学校事務支援室

犬田布中学校 加川 純男

１ 支援室設置までの取り組み

（１）教育委員会との話し合い

平成２２年３月に要請書を町教育長に提出しました。旅行命令簿の様式の統一、学校財務

事務取扱要綱の制定、「専門員」挿入のための学校管理規則改正、最後に鹿児島県公立小中学

校事務共同実施要項の制定に基づき、伊仙町立小中学校事務共同実施要項の制定を要望して

います。その後、教育長、総務課長と何度か話し合いを行い、平成２５年４月の実施を目指

してきました。

平成２４年１１月に、管理規則の一部改正、伊仙町立小中学校事務支援室運営規程の制定、

事務の専決に関する規定が制定されました。

２０１２年１１月１２日公布｢伊仙町学校管理規則の一部を改正する規則｣

２０１２年１１月１２日公布｢伊仙町立小中学校事務支援室運営規程(訓令第２号)｣

２０１２年１１月１２日公布｢伊仙町立小学校長及び中学校長の権限に属する事務の専決に

関する規程(訓令第３号)｣

（２）教育委員会の協議と教育委員会事務局の移動

伊仙町教育委員会は役場敷地内にありましたが、県立高校跡地の旧校舎を利用することに

なり、移転することになりました。旧校舎の空き教室を利用して、共同事務の支援室を設置

してもらうように要請しました。教育委員会と同じ建物であり、室長の在籍校が変わっても

対応できること、支援室の広さも十分確保できること。

（３）執務室の設置と備品等の購入

執務室に準備できた備品は、デスクトップパソコン２台、インクジェットプリンター１台、

事務机６台、事務用いす６脚、長机３台、折りたたみいすと図書棚でした。もともと、理科

準備室で会ったため、暗室もありましたが、窓をつけて、お茶の準備室として使用していま

す。

２ 支援室の始まり

（１）協議会の開催

学校事務共同実施連絡協議会を平成２５年３月１８日に開催することができました。４月

からの本格実施が可能になりました。４月１６日に、２０１３年度の第１回学校事務共同実

施協議会を開催しました。翌１７日(水)から共同執務室において、学校事務支援室(共同実施)

を開催しました。

（２）支援室の開始
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支援室業務は月２回、水曜日の午前中(９時～１２時)を原則として、開催しています。

３ 共同執務室での支援室業務

（１）業務内容と取り組み

業務内容については、別紙の実施計画書と年間計画表をご覧ください。

支援室からの広報としては、「児童手当・特例給付現況届の提出について」と共同実施だよ

り「わいどステーション」の発行です。広報誌については第４号まで発行することができま

した。

２０１４年３月５日に第２回学校事務共同実施協議会を開催し、１年間の反省を行いました。

（２）業務内容の拡充

別紙のとおり、５項目をあげていますが、旅費請求書の相互点検については、まだ実施して

いません。事例研修として、特異なものについて、お互いに学習している状況です。備品購入

については、共同で入札依頼を出し、入札結果をもとに各学校で納入依頼(伝票作成)を行って

います。入札により備品費が余った学校は２回目の共同入札を行いました。

４ これからの取り組みと課題

（１）業務上の課題

・新規採用者と期限付職員が多いこと

・認定後のチェックができないこと

（２）共同執務室の課題

・学校に共同執務室がないことにより、センター化されないか危惧する。

（３）取り組みたいこと

・備品の共同入札と備品台帳の整理

備品を共同で業者に入札を行えるようになり、購入金額を安くすることができ

るようになった。学校単位で入札できる金額がはっきりしていないなど、会計規

則等の学習が必要で有り、規則等の整備も必要である。

備品台帳が各学校ばらばらで有り、統一した様式を検討したい。少ない予算で

は、購入できる備品が限られている。高額な備品は町教委へ学校から要求するし

かない。

・自主点検の範囲と自主検査の区別を行うこと

自主点検では、日額特勤(主任手当、多学年手当、特殊業務手当)のみを三ヶ月に

一度行っている。その結果を各学校長へ報告していたが、結果利用については、各

学校それぞれである。隣接校で自主検査を行っている学校と各学校で行う学校では

結果利用が違うようです。
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共同執務室のようす

徳之島農業高校跡地の旧校舎等を利用してい

ます。

教育長室、教育委員会事務局が１階に

あります。

共同執務室は二階にあり、旧理科準備室

を利用しています。

第一支援室と第二支援室が手前の事務

机と奥の長机を交互に利用します。

デスクトップパソコン二台とノートパソコ

ン一台、プリンターがあります。

消耗品等は必要に応じて補充してもらいま

す。
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事務職員未配置校への支援室の関わり 
～備品（一般・教材）の共同見積、購入～ 

 
                                              南九州市頴娃西地区学校事務支援室 
 

2009 年（平成 21）３月 31 日に県公立小中学校事務共同実施要綱が制定されて以来，

県下各地で学校事務の共同実施が制度化され学校事務支援室・準備室が設置されてきま

した。南九州市においても，南薩地区内他市に遅れること 2012 年（平成 24）８月１日

より本格実施となりました。遅れた要因として，市教育委員会が市教委として共同実施

導入によって何がメリットとなるかを市事務職員会と時間をかけて協議した結果であ

ります。単に，県費（認定権の権限委譲）だけでは共同実施導入は難しいということで

す。 
そのため，私たちは県教委が示した標準職務一覧表の中で，事務職員が関わることに

より効果が上がる業務は何か，支援組織全員が関われる業務は何かを研究することにな

ります。そこで，事務職員が個人で行っていた事務処理を，複数の学校の職員で共同し

て事務処理を行うことにより，集中処理や相互点検が可能となり，迅速で正確な事務処

理・財務における効率的予算執行を行うことができるなど、事務処理の適正化・効率化

を図ることを目的とした以下の取組を行いました。 

 
 
１，頴娃西地区学校事務支援室の取り組み 
 （１）事務職員未配置校となった松原小学校の実態 
  頴娃西地区内の連携校は，青戸小・青戸中・別府小・別府中・松原小の５校です。た 

だし，松原小学校は 2012 年（平成 24）4 月から事務職員が未配置となり支援室内事務

職員は４名で業務を執っています。 
  事務職員不在となった学校では，それまで事務職員が執っていた県費以外の職務のほ 

とんどを教頭が執ることになります。松原小学校も例外なく，市費・勤務関係・就学援 

助・教科書事務等を教頭がしています。しかし，教頭本来の職務が優先され，先述した 

業務が疎かになっているのが現状であったようです。事務職員が不在となったことで何

か支障があるかを松原小学校の職員からアンケートを取ってみました。 
アンケートより 

  ・学校予算の配分額や執行状況がよくわからない。備品の購入計画も出ない。 
   備品の購入をお願いしたところ，購入まで半年かかった。  
  ・教頭も自分の仕事を抱えているので，物品購入等色々なことをお願いしにくい。 
  ・職員一人減となり，学校行事等に支障がある。 等 
 
  以上のようなことから，2012 年（平成 24），松原小学校にて２回，支援室メンバーと

松原小学校の校長，教頭を交え私たち頴娃西地区学校事務支援室で松原小学校の何を支

援するかを検討しました。 
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 （２）事務職員未配置校を含めた支援室での備品の共同見積・購入 
  支援組織全員で関わることにより効果の上がるものは何かを研究した結果と，事務職 

員未配置校（松原小学校）の実態から私たち頴娃西地区学校事務支援室では，「備品の 

共同見積・購入」に 2013 年（平成 25）度から取組むことにしました。松原小学校にお

いては，教頭の業務の軽減を図ることにより，教員の負担軽減，子どもたちが楽しい学

校生活を送れることを願っての計画です。具体的な流れは別紙の通りです。 
 
   （３）備品の共同見積・購入による成果 
  目的の中で，支援室内の各学校の予定購入備品の見積を一括して扱うことにより，事 

務処理の効率化，及び予算の有効な執行を行うとしていましたが，分類ごとに担当を決 

め，見積依頼業者も多い分野で５社としましたが概ね予定通り業務を進められました。 

全ての学校において６月中旬には発注した備品が学校に届き，教材備品は，早速，授業 

で活用されています。松原小学校においても，「７月始めに教える単元に間に合いまし 

た。」と，喜びの声がありました。 
  また，１回目の取り組みにより予算に残金が殆どの学校で生じ，２回目（10 月始め） 

の作業を行ったところです。ただし，残金を市へ返す学校もあります。これもまた予算

の有効活用になると思われます。 
 
２，これからの事務職員未配置校を含めた支援室の在り方 
  １の（１）で述べた通り，事務職員未配置校の教頭の業務を見る限り忙しさが伝わっ 

てきます。市費に関しても授業で使いたい消耗品，事務で使いたい事務用品等の在庫が 

ない状態が多々あったと聞きます。報告物に追われる現状では仕方がないかもしれませ 

んが，被害を受けるのは「子どもたち」です。 子どもたちが楽しく学習できる環境を創

りたい，その思いで昨年，備品の共同見積・購入を取り入れました。不十分なところも

ありましたが，実践を積みながら完全な形を創っていきたいです。また，備品購入以外

の市費予算執行も多忙な教頭の業務から「支援室」の業務と位置づけられるか，研究し

てみたいと思います。 
  同時に，この「備品の共同見積・購入」を南九州市川辺ブロックでも実践しています。 

市教委に決裁権のある一定の額を超えた場合の事務処理について，簡単に処理できない 

かを市教委と南九州市事務職員会で今後、協議し効率的な予算執行を目指し，南九州市

内全ての支援室でこれを実践できるようにしたいです。 
  また，「共同見積」の経験を生かし修学旅行，一日遠足等の業者選定にも支援室で関

われないかを研究したいです。 
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頴娃西地区学校事務支援室

各校

↓

支援室

↓

各校

↓

担当校

担当校

↓

支援室

↓

各校

⑤落札業者決定方法

①　１品の金額は定価１２万円以下の備品について依頼を行う。

 業者からの見積もり受領，分野別業者別見積額一覧（様式4）に業者ごと見積額を入力

【 見積依頼作成 】

 ③各校の購入備品計画書の検討・情報交換 （同等品,規格性能,保管転換　等）

 業者に見積書類（様式2，依頼文書）を送付

②　同等品可の場合はカタログを添付してもらう。

③　組立, 設置料, リサイクル料を含む場合は依頼書に記載する。

④　見積書の宛名は「頴娃西地区学校事務支援室」とし提出先は「担当事務職員の学校（以下担当校）」とする。

 備品購入計画書 (様式1) 及び データ 作成

 ①備品の分野・担当者決定  　②分野ごとの見積業者選定

①大まかなスケジュール

③備品担当事務職員

②5万から10万までの備品の市教委への購入伺い書作成者

④分野別備品担当，業者ごと担当，分野ごと見積依頼業者

 担当分野ごとに見積依頼書 （様式2），分野別業者別見積額一覧（様式４） を作成 し担当事務職員
にメールで送付

備品の共同見積もりについて

【 ねらい 】

【 ポイント 】

【見積依頼に当たっての確認事項】

２．分野別に分ける時はメンテナンス等,専門業者に依頼した方がいい物品等も考慮して決める。

３．分野は①管理・事務機器　②農機具　③電化製品　④体育　⑤理科　⑥音楽　⑦ミシン　⑧その他教材とする。

① 共同実施組織内で担当者を決め、共同実施校の予定備品の見積もりを一括して扱うことにより、事務処理の

   効率化、及び予算の有効な執行を行うことができる。

②　事務職員が引き上げられた松原小学校の事務支援として，事務処理が煩雑な備品の業者選定・入札・発注

１．備品を分野別にして分けて見積依頼を行う（支援室内も分野別の担当を決める）。

　を共同で行うことにより，松原小学校の備品に関する管理事務，市費執行事務の負担軽減を図る。

【 年度当初決めておくこと 】

 ①入札価格の確認　②同等品の検討及び確認　③落札業者決定

 ④業者ごと落札備品の報告・発注（各業者担当），納品指示　⑤全見積書をｐｄｆ化し各校にメール送信

【 業者決定・発注・検収・登録 】

 備品検収，落札価格 ５～１０万円の備品は見積書をコピーし市教委へ提出

 備品登録・シール貼布
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時期 松原小学校 支援室 別府小・中，青戸小・中

4月 予算配当 予算配当

・校内で購入計画作成 ・校内で購入計画作成

案内（文書） 共同見積概要他決定 案内（文書）

5月上旬 共同見積依頼（様式１） 購入一覧作成 共同見積依頼（様式１）

共同見積
　・業者選定
　・同等品検討
　・納期検討他

見積依頼（文書+様式2）

見積開封
　・業者確定，発注
　・納入指示

6月上・中旬 物品納入
・検収
・支払い（市費伝票作成）

見積結果報告（文書+様式3）

6月中旬 市費処理報告
・検収日
・伝票修理日

備品登録
備品シール打ち出し

備品にシール貼布 備品シール送付

長期休業中 全備品点検
・現有確認
・廃棄備品確定
・データ修正有無の記入

備品点検用データ作成
・チェックリストの打ち出し

全便品点検
・データ修正
・物品返納書作成及び申請
・承認後電算上の廃棄処理

9月上旬 点検結果報告 備品データ修正
物品返納伺い処理

市教委へ返納申請 物品返納書作成

承認後報告 電算上での廃棄処理

10月上旬

12月上旬

学期1回（備品廃棄）

廃棄予定備品報告
備品データ修正
物品返納伺い処理

市教委へ返納申請 物品返納書作成

承認後報告 電算上での廃棄処理

物品納入
　・検収
　・支払い（市費伝票作成）
　・備品シール打ち出し
　・備品にシール貼布

松原小学校備品管理支援について（案）

頴娃西地区学校事務支援室

5月上旬
～
5月下旬

第2回共同入札（1学期と同じ流れ） 

予備として第3回共同入札（1学期と同じ流れ） 
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校長印

学校名

一般備品

番号 品　名 カタログ・品番 同等品 数量 単価 金額 分類番号 備考

1 視力検査器 ヤガミ　YCL-2　架台セット ○ 1 112,000 112,000 1

2 汚物投入缶 ヤガミ　SH-10L ○ 1 17,000 17,000 1

3 スクリーン衝立 ヤガミ　8S-9LP（ピンク） ○ 1 14,600 14,600 1

4 担架　 ヤガミ　MT-32（分離式） ○ 1 14,000 14,000 1

5 歯を見るカメラ「歯見るくん」 ニットー　4214-630 ○ 1 12,800 12,800 1

6 耕耘機 ﾔﾝﾏｰ　QT30 ○ 1 88,200 88,200 2

合計 258,600

教材備品

番号 品　名 カタログ・品番 同等品 数量 単価 金額 分類番号 備考

1 書写展示シート ウチダ　2-251-1020 ○ 5 7,350 36,750 8

2 四字熟語合わせ ウチダ　8-211-4017 ○ 1 11,400 11,400 8

3 国語デジタル教科書 光村 3 65,000 195,000 8

4
中学校の音楽鑑賞　ＤＶＤ
全3巻 ウチダ　8-258-8060 1 51,000 51,000 8

5 漢字（カンジー）博士 ウチダ　8-211-4012 ○ 1 12,000 12,000 8

6
ワイヤレス教材提示装
置

ウチダ　7-137-0169 1 79,800 79,800 8

7 携帯式電子黒板 Ｎｉｔｔｏ　6000-160 2 49,800 99,600 8

8 日本全図ＧＶ プラス　K13-225 ○ 1 21,000 21,000 8

9
掛図スタンド　キャス
ター付き

プラス　K40-453 ○ 1 19,215 19,215 8

10 ライン引き　四輪 エバニュー　EKA615 ○ 1 33,600 33,600 4

11 拡声器 エバニュー　EKB117 ○ 1 16,590 16,590 4

12
ＤＶＤ「いじめと戦お
う！」

ウチダ　8-335-6752 1 33,000 33,000 8

13
ＤＶＤ「ケータイ・ネット社会
の落とし穴　全3巻」

ウチダ　8-335-6730 1 28,500 28,500 8

合　計 637,455

注意事項

※ １品の金額が定価１２万円以下の備品について記入してください

※ 同等品可の場合は○をしてください

※ 組立, 設置料, リサイクル料を含む場合は備考に記載してください

様式１

一般備品・教材備品購入計画書

別府中学校
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分野番号 8

見積
番号

品　名 カタログ・規格等 同等品 数量
見積依頼
学校名

1 書写展示シート ウチダ　2-251-1020 可 5 別府中学校

2 四字熟語合わせ ウチダ　8-211-4017 可 1 別府中学校

3 国語デジタル教科書 光村 3 別府中学校

4 中学校の音楽鑑賞　ＤＶＤ　　全3巻 ウチダ　8-258-8060 1 別府中学校

5 漢字（カンジー）博士 ウチダ　8-211-4012 可 1 別府中学校

6 ワイヤレス教材提示装置 ウチダ　7-137-0169 1 別府中学校

7 携帯式電子黒板 Ｎｉｔｔｏ　6000-160 2 別府中学校

8 日本全図ＧＶ プラス　K13-225 可 1 別府中学校

9 掛図スタンド　キャスター付き プラス　K40-453 可 1 別府中学校

10 ＤＶＤ「いじめと戦おう！」 ウチダ　8-335-6752 1 別府中学校

11
ＤＶＤ「ケータイ・ネット社会の落とし
穴　全3巻」 ウチダ　8-335-6730 1 別府中学校

12 磁石式　教授用おはじきセット 教文 43-1150 可 1 松原小学校

13
見て分かる体積説明器４点セッ
ト

教文 43-5012 1 松原小学校

14 マジック日本全図 ウチダ　2-260-3009 1 松原小学校

15 マジック式世界全図（地勢版） ウチダ　2-262-1500 1 松原小学校

16 教師用マグネット変身タイル 教文　43-0417 可 1 松原小学校

17 中学パネル歴史年表 ウチダ　２－２２９－１５０５ 1 青戸中学校

18 中学校公民経済資料 ウチダ　８－２２６－４５００ 1 青戸中学校

19 中学校公民政治資料 ウチダ　８－２２６－４５１０ 1 青戸中学校

20 砂場遊びセットＣ 教文５９－９００２ 1 青戸小学校

合　計

見　積　依　頼　書

頴娃西地区学校事務支援室

様式２

備　考
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